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‐
Ｌ
三
邑
一
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■

１
裁
判
官
会
議
室
に
お
い
て
、
午
前
十
一
時
開
議

出
席
員
石
田
長
官
、
入
江
、
畏
部
、
田
中
、
毒
田
、
下
村
、
色
川
、
大
隅
、

識 昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日
（
水
曜
日
）

石
田
長
官
議
長
席
に
つ
く
。

一

一

一

、1

案
ど
お
り
可
決
す
る
。

事し
て
左
記
裁
判
官
に
お
願
い
し
た
き
旨
を
は
か
り
、
こ
れ
を
諒
承
す
る
。

（
案
）
に
つ
い
て

松
本
、
飯
村
、
村
上
、
関
根
、

千
葉
秘
番
課
長
よ
り
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
・
二
月
中
の
常
掴
委
員
と

千
葉
秘
脅
課
長
聖
り
、
別
紙
に
基
づ
き
、
標
記
に
つ
き
説
明
あ
り
、
原

昭
和
四
十
六
年
一
月
・
二
月
中
の
常
置
委
員
に
つ
い
て

昭
和
四
十
六
年
度
に
着
け
る
司
法
行
政
事
務
に
関
す
る
長
官
代
理
順
序

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

｜
『

ｌ
恥
ｆ
一
ｐ
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
１
ｈ
．
劃
目
一
■
■

日
岡
に
■
■

Zq

藤
林
、

関
原
、
小
川
各
裁
判
官

’
q

I一
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詞

’ 五
司
法
修
習
生
に

矢
崎
人
事
局
長

案
ど
お
り
可
決
す

六
人
事
に
つ
い
て

七
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
長
兼
行
政
局
長
の
後
任
に
つ
い
て

矢
崎
人
事
局
長
よ
り
、
別
紙
に
基
づ
き
、
標
記
後
任
人
選
案
に
つ
き
説

明
あ
り
、
意
見
交
換
の
う
え
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
長
兼
行
政

第
一
小
法
廷
藤
林
裁
判
官

第
二
小
法
廷
村
上
裁
判
官

第
三
小
法
廷
下
村
裁
判
官

一
二
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
各
小
法
廷
の
裁
判
官
の
配
置
、

代
理
順
序
お
よ
び
裁
判
事
務
の
分
配
等
（
案
）
に
つ
い
て

長
井
総
務
局
長
よ
り
、
別
紙
に
基
づ
き
、
標
記
に
つ
き
説
明
お
よ
び
小

川
裁
判
官
の
配
置
に
つ
き
漬
例
ど
お
り
第
二
小
法
廷
と
す
る
こ
と
を
お
語

り
し
た
と
こ
ろ
、
石
田
長
官
よ
り
、
明
年
一
月
九
日
退
官
の
入
江
裁
判
官

の
後
任
発
令
を
ま
っ
て
改
め
て
審
議
し
た
い
旨
提
案
あ
り
、
意
見
交
換
の

う
え
、
小
川
裁
判
官
の
配
置
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
を
留
保
の
う
え
、

原
案
ど
お
り
可
決
す
る
・

四
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
各
法
廷
の
裁
判
所
書
記
官
の

胃ロ

局
長
と
し
て

総
括
者
（

承
す
る
。

配
籏
（
案
）
に
つ
い
て

矢
崎
人
事
局
長
よ
り
、
別
紙
に
基
づ
き
、
裁
判
官
の
転
補
、
部
の
事
務

括
者
の
指
名
等
お
聖
び
退
官
等
に
つ
き
説
明
あ
り
、
こ
れ
を
可
決
、
諒

！ |－9

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
に
つ
い
て

よ
り
、
別
紙
に
基
づ
・
き
、
右
規
則
案
を
説
明
あ
り
、
原

又
唖
０

I

を
決
定
し
、

聡
醗
爵

！

垂
麿
歴
叩
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可

｢訂
岡
山
地
方
裁
判
所
長
の
後
任
等
に
つ
い
て

矢
崎
人
事
局
長
よ
り
、
別
紙
に
基
づ
き
、
標
記
後
任
人
侭
案
に
つ
き
説

明
あ
り
、
意
見
交
換
の
う
え
富
岡
山
地
方
裁
判
所
長
と
し
て
裁
判
所
謹
記

官
研
修
所
長
田
原
義
衛
氏
を
決
定
し
、
そ
の
後
任
と
し
て
最
高
裁
判
所
事

務
総
局
刑
事
局
長
佐
藤
千
速
践
を
決
定
し
、

０

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
票
局
長
の
後
任
に
つ
い
て

矢
崎
人
事
局
長
よ
り
、
別
紙
に
基
づ
き
、
標
記
後
任
人
選
案
に
つ
き
説

明
あ
り
、
意
見
交
換
の
う
え
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
と
し
て

’

１
１

１
１

午
後
零
時
三
十
分
散
会

秘
識
誤
長

識
凸

長

と 1

を
決
定
し
、

■

I

■

Ｌ
旧
ｌ
｜
吟
‐
両
〃
ｒ
■
旧
■
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I
代
理
順
序
お
よ
び
裁
判
事
務
の
分
配
等
に
う
い
て
（
簗
）

昭
和
四
十
六
年
度
に
軒
け
る
最
高
裁
判
所
の
各
小
法
廷
の
裁
・
判
官
の
配
置
「

裁
判
官
に
さ
し
つ
か
え
が
あ
る
と
き
の
代
理
順
序
、
各
小
法
廷
に
対
す
る
裁
判

事
務
の
分
配
お
よ
び
各
法
廷
の
開
廷
日
割
を
、
次
の
と
お
り
定
妙
る
・

第
一
裁
判
官
の
配
置

前
項
の
規
定
に
よ
る
代
理
順
序
を
変
壷
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
裁
判

官
会
議
の
識
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。
．

（
洲
馴
虻
洲
肺
紳
糾
細
ヨ
細
）

最
高
裁
判
所
長
官
に
鋳
支
あ
る
と
き
、
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

代
理
す
る
者
の
順
序
は
、
毎
年
十
二
月
裁
判
官
会
議
の
識
に
よ
り
こ
れ
を
定
め

る
０ （

参
考
）
最
高
裁
判
所
長
官
の
代
埋
艇
関
す
る
規
程

第
一
小
法
廷

裁
判
官

入
Ⅲ
江
俊
郎

裁
判
官
長
部
謹
吾

裁
判
官
岩
田

誠

裁
判
官
・
大
隅
健
一
郎

裁
判
官
藤
林
益
三
、

第
二
小
・
法
廷
裁
判
官
石
田
和
外

０
日
Ｐ
ｂ
Ⅱ
■
，
△
６
９
も
口
Ⅱ
号
凸
日
Ⅱ
Ｒ
日
日
■
４
■
９
０
Ｇ
口
・
日
■
＄
６
日
４
８
ａ
ｑ
９
１
１
１
且
Ｉ
４
Ｐ
Ｂ
■
０
０
４

a
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一

裁
判
官
色
川
幸
太
郎

・
裁
判
官
村
上
刺

銭
判
官
岡
原
昌
男

裁
判
官
、
小
川
信
雄

第
三
小
法
廷

、

銭
判
官
田
中
二
郎

裁
判
官
下
村
三
郎

〆

栽
判
官
松
本
正
雄

裁
判
官
飯
村
義
美

裁
判
官
、
関
編
小
郷

第
二
裁
判
官
の
代
理
順
序
》
．
、

一
第
一
小
法
廷
の
裁
判
官
に
さ
し
つ
か
え
が
あ
る
と
き
は
へ
第
二
小
法
廷

の
裁
判
官
（
だ
だ
し
、
鐙
高
裁
判
所
長
官
を
除
く
。
）
ま
た
は
第
三
小
法

廷
の
裁
判
官
が
‐
、
第
二
小
法
廷
の
裁
判
官
に
さ
し
っ
か
、
え
が
あ
る
と
き
は
、

の
裁
判
官
に
さ
し
つ
か
え
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
小
法
廷
の
裁
判
官
ま
た

は
第
二
小
法
廷
の
裁
判
官
（
た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
長
官
《
雀
除
く
。
）
が
、

順
次
こ
れ
を
代
理
す
る
・

二
大
法
廷
に
お
・
い
て
最
高
織
判
所
長
官
に
さ
し
つ
か
え
が
あ
る
と
き
は
、

他
の
裁
判
官
が
、
席
次
の
順
序
に
従
っ
て
と
執
噸
代
理
す
る
Ｄ

第
三
．
裁
判
事
務
の
分
配

一
事
件
は
、
種
・
類
ご
と
に
、
左
の
比
率
に
よ
っ
て
順
次
各
小
法
廷
に
分
配

す
る
。

第
一
小
法
廷
四
“

第
二
小
法
廷
三

第
三
小
法
廷
五

二
再
審
事
件
は
、
原
裁
判
を
し
た
法
廷
に
分
配
す
る
。

三
小
法
廷
で
差
し
戻
し
た
事
件
ま
た
は
小
法
廷
で
高
等
裁
判
所
の
差
し
戻

■

｛

q

W

Ⅱ
■
■
Ⅲ
Ⅲ
ｐ
Ｌ
ｂ
ｌ
ｌ



・
五

第
四 四

法
・
廷
・
の
裁
判
官
の
協
議
に
よ
り
、

外
の
小
法
廷
に
分
配
す
る
。

裁
判
す
る
こ
と
が
で
‐
き
る
。

る
た
め
あ
わ
せ
て
審
理
銭
判
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
と
き
は
、
関
係
小

し
判
，
決
・
●
を
是
認
し
た
事
件
の
判
決
に
対
す
る
上
告
事
件
は
、
そ
の
法
廷
以

’一

大
法
廷

（
訟
廷
事
務
室

I

昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
各
法
廷
の
裁
判
所
謹
記
官
の

配
置
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

大

一

各
小
法
廷
の
未
済
事
件
は
、
当
該
法
廷
で
引
き
続
き
取
り
扱
う
。

開
廷
の
日
割大，龍

一

の
小
法
廷
に
分
配
し
た
事
件
・
が
他
の
小
法
廷
の
取
扱
事
件
と
関
連
す

昭
和
四
十
？
一
〈
年
度
に
お
け
る
最
｛
局
裁
判
所
各
法
廷
の

裁
判
所
撚
記
官
の
配
置
に
つ
い
て
（
案
）

法

第
三
小
法
廷

第
二
小
法
廷

廷B

i

一
小
法
廷

法

誰
．
子

辻沼． 友 山0

廷
勺

ロ
軍
司

部
『
敏
道

上
松
雄

水
朧
日

木
曜
日

金
曜
日

火
曜
日

一市

一
の
小
法
廷
に
お
い
て
あ
わ
せ
て
審
理

雄寿

坂
井
”
健

渡
辺

山
本

柏
木

、
一

儀
一
郎

利

洋司
一
一
一

■



■ 一一F0－写ロー冒鴎0
Ｏ
ｐ
ｄ
ｌ
ｆ
９
Ｉ
ｂ
０
ム
リ
■
色
Ｐ
Ｔ
や
■
１
■
日

’
唾
〃
『
↑
。
．
．
「
｝
・
設

印
口
即
副
即
日
。

。
。
・
肌
・
こ
け
Ⅱ
｝
Ｌ

正
貼
恥
Ｖ
■
・
■
可
。
■
甲
呂
曲
匡
同
一

宇
■
■
■ 伽

ｈ
ｈ
ｆ
ｖ
Ｅ
●
や
も
陰
小

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
〉

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
（
暗
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
・

第
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

綬
高
裁
判
所
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
霊
考
査
委
員
を
委

嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
考
査
委
員
は
、
考
試
の
実
施
に
関
し
、
委
員
長
が
特
に
命
じ
た
事
務
を
行

な
う
ｏ
附
．
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

高
橘

松
下

第
一
小
法
廷
↑
塚
本

竹
岡
市
丸

井
伊

第
二
小
法
廷
一
幟
職

＆

▲一

申

第
三
小
法
廷
一

一

一一

』
苧
‘
↑
ド
ー
壷
凸
酎
・
而
乱
甲
野
里
中
砥
《
・
尹
具
己

I〃

今

Ｉ

ｌ

森’大
久
保

篝鳶藤古

:"輔
：

、 久 一直秋 金 測

太

昭瞳失邦美裟司好郎

一

I

塵些
P唇

平
遠
藤

治

入
”
野
貢

I

片
桐

謎
巻

小
仁
所

団
之
原

杉
本

佐
点
木

青
木

檀
上

佐
古

理
ヨ
彊
弼

川

俣牢

長
十
郎

：
－工

湧
判
釦
懇
弔
電
詞
湘
麺
麺

■
一Ｐ
Ｆ
Ｉ
肥

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ鱈

～

＃



■

■

１
１
Ｄ
Ｉ
Ｂ
■
１
日
９
．
６
色
■
・
■
目
■
▽
』
１
９
β
■
８
８
■
６
Ⅱ
Ⅱ
，
●
。
■
■
■
０
０
且
Ⅱ
■
９
２
■
・
口
Ｉ
日
日
●
●
８
０
■
■
■
■
ｅ
Ｌ
０
■
■
Ｔ
０
■
■
。
■
■
１
日
■
１
１
１
０
■
１
１
９
ｂ
■
０
１
１
日
■

理
由

司
法
修
習
生
の
考
試
に
関
す
る
事
務
の
能
率
的
な
処
理
を
図
る
た
め
、
最
高

裁
判
所
が
考
査
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
・
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
一
わ
る
。

１
１
寺
■
Ⅱ
Ⅱ
日
日
日
日
Ⅱ
印
且
■
■
■
■
且
■
Ｉ
■
■
９
１
ｇ
４
日
■
。
■
９
△
Ｊ
Ⅱ
０
日
■
■
４
Ｊ
０
Ｆ
■
■
■
日
日
Ⅱ
０
Ⅱ

一

１

１
Ｉ

ｉ

■
９
ａ
５
Ａ
ｑ
Ｕ
且
Ｐ
●
０
１
１
Ⅱ
１
９
昼
１
１
７
Ⅱ
Ｉ



I
I

副
１
１
叫
１
１
川
Ⅲ
Ⅱ
１
Ⅲ
１
山
Ⅱ
Ⅲ
川
Ⅱ
Ⅲ
加
叱
０
皿
叩
刈
Ⅵ
肌
別
Ⅱ
Ⅱ
Ⅷ
財
田
Ⅲ
卯

盾

；
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
1０
口
Ｉ
９
ｐ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
４
Ｊ
０

I

：
爾
顧
際
灌
際
霞
塵
鴎
躍
鰭
盤
鰯
騒
騒
躍
鴎
艤
腫
鴎
麟
隆
躍
醸
畷
醗
醗
鴎
嘩
醗
嘩
醒
嘩
醒
醸
畷
睦
醒
酔
嘩
醗

１
１
１

＄'’
'’

l3

I

l
lI

||
:I

l1
II
ハ

リ6

1
1 ，

|i

１

■
９
０
１
９
１
０
■
■
■
Ｆ

Ｏ

８
■
■
１
０
″
ｐ
マ
マ
４
Ｕ
０
且
。
■
▽
■
ｆ
毎
ｏ
１
ｇ
０
Ⅱ
Ｈ
９
ｄ
ｑ

“
■
８
７
寺
Ｂ
ｆ
Ｏ
Ｂ

●
●
●

Ｉ

ー

I

ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

芽
↑
》
一
野
晒
伽
』
鄙
心
酔
④
輌
凹

の
０
印

’
凸

■

８

８



詞

II
委
員
長

委
員

″″〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
名
簿

最
高
裁
判
所
長
官
石

最
高
裁
判
所
判
事
大

″

村

″

関

日
本
芸
術
院
長
高

法
政
大
学
名
誉
教
授
・
谷

東
京
大
学
名
誉
教
授
金

共
立
女
子
大
学
教
授
河

文
化
財
保
護
審
議
会
会
長
代
理
石

東
京
国
立
博
物
館
長
稲

東
京
弁
護
士
会
弁
護
士
千

第
一
東
京
弁
護
士
会
弁
護
士
小

第
二
東
京
弁
護
士
会
弁
護
士
今

ロ

一
噸
膿
淀
随
乱

井野葉田田盛子 橋根上隅田川

忠清宗清茂好武徹誠 朝健和'

ド

I

小

一 一一

現
在
）男郎八助作蔵蔵三 郷一郎外郎
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〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ．〃委〃 〃 〃 〃 〃

員

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長

司
法
研
修
所
教
官

司
法
研
修
所
長

東
京
高
等
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
事
務
総
長

法
務
総
合
研
究
所
長

法
務
省
刑
事
局
長

〃 〃 〃 〃

最
高
検
察
庁
次
長
検
事

合

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長

〃

昭
和
四
十
五
年
度
司
法
修
習
生
考
試
臨
時
委
員
名
簿

÷

I

’

藤横池古吉安守江桑吉本辻長山

島田田川沢倍田碕原田田 富本

情健

次

昭武治郎

潤正 太正 正辰 情

直郎憲豊義郎久郎.~壬＝
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Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

卜

ｑ

↓

・
凸
■
■
Ⅱ
Ⅱ
０
ワ
ム
■
。

Ｐ
も
■
■
・
Ｏ
Ｕ
４
時
Ｕ
‐
ｄ
ｄ
９
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
吋
冊
Ⅲ
閉
冊
肖
釦
Ⅳ
、
叩
Ⅱ
冊
”
岨
叩
ｗ
ｗ
Ｎ
渦
ｒ
吋
旧
Ｗ
Ｎ
服

’
’
１
１
１
１
１
Ⅲ
‐
Ｊ
，
！
‐
偲
易
＃
側
Ⅱ
Ⅲ
鯏
附
眺
胤
脈
胤
凹
醐
附
醗
醗

臨
時
委
員
（
０
班
）

″″〃〃〃〃〃 〃〃 〃 〃 〃〃 〃

１
０
９
０
Ⅱ
’
０
０
１
０
０
日
ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｖ
８
日
日
Ⅱ
ｉ
１
９
０
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
０
Ⅱ
Ｉ
小
０
０
０
Ⅱ

内
訳

筆
記
考
試
関
係

口
述
考
試
関
係

心
■
■
。
□
甲
凸
■
■
Ｕ
■
■
■
日
■
■
■
■
０
Ｆ
■
Ⅱ

Ｕ
釘
吟
画
陥
い
む
Ｃ
ａ
■
■
画
夕
Ｑ
ｂ
Ｉ
０
や
合
Ｐ

東
京
弁
謹
士
会
弁
護
士

″″第
一
東
京
弁
談
士
会
弁
護
士

″第
二
東
京
弁
謹
士
会
葬
維
士

〃〃″法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
長

法
務
大
臣
官
房
訟
務
部
長

法
務
省
嬬
正
局
長

法
務
省
人
権
籠
誰
局
長

最
高
検
察
庁
総
務
部
長

〃

△
■
・
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
ｑ
■
■
。
ａ
■
■
■
Ｇ
Ｊ
■
凸
■
唇
■
』
■
■
■
・
■
・
皇
守
尹
一
■
刀
且
■
Ⅱ
■
Ⅱ
■
■
・
ロ
●

ｄ

Ｉ

０

６

９

■

凸

■

■

■

且

７

０

１

０

１

９

９

９

△

Ｈ

０

ｇ

△

０

▲

ｒ

Ｉ

８

Ｊ

Ｏ

ｒ

Ｂ

Ｕ

ａ

Ａ

ｌ

Ｂ

Ｉ

９

．

１

９

’
６
Ｆ
■
８
９
■
且
Ｕ
■
甲
■
１
６
■
■
■
■
■
■
Ｉ
■
■
■
９
６
０
ａ

合
計

1

Ⅱ

0

1

（
Ａ
班
）

（
Ｂ
班
）

（
０
班
）

一

九
十
五
名

二声＝牧坂梶横堂後菅高‘.松勝香影高長 川
十
五
名

十
一
名

十
五
名

十
四
名

・
眺
聞
叩
ｒ
Ｄ
ｈ
Ⅱ
叩
Ｊ
四
冊
Ⅲ
可
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
叩
Ⅲ
岬
。
旭
川
旧
旧
旧
勝
Ⅲ
‐
１
１
１
１

０
８
５
旧
肥
Ｅ
Ｗ
Ｔ
ｍ
蛸
８
８
９
Ｇ
ｌ
ｕ
９
叱
り
０
部
叩
１
８
．
’
’
１
０
１
０

凸

１

Ｊ

ｈ

野本谷地鴫・藤野沐．永尾川山木

鐙保 常

富島

一

I
芳
市

右
門

勘
助
信
夫
達
也
秋
二
丈
夫
吉
勝

寿
太
郎三一勇一1-；■ へ久 郎

’
ｒ
い
仔
乢
０
日
Ｉ
川
０
１
刈
叩

。▲
■
■
甲
■
６
９
了

'。

I



１
１
１

，
。
■
■
■
■
■
■
■
周
Ⅶ
■
■
胴
叶
可
ｌ
Ｏ
ｄ
ｐ

ｌ
ｌ
Ｉ
ｏ
Ｉ
ｒ
Ｆ
０
型
叩
Ⅷ
姻
即
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
咄
刈
岨
閣
訓
剛
朏
副
Ⅷ
圃
脚
剛
串
Ⅲ
唖
冊
隈
伽
帆
弄
轌
侯
酔
唇
印
学

″″″臨
時
委
員
（
Ａ
・
Ｂ
班
）

″〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃〃 〃
臨
時
委
員
（
０
班
）

″″″〃 〃 〃〃 〃〃 〃 〃 〃

Ｌ
ｌ
Ｌ
Ｉ
’
１
１
１
卜
ｈ
‘
Ⅲ

１

東
京
地
方
裁
判
所
判
事

最
高
検
察
庁
公
判
部
長

最
高
検
察
庁
検
事

東
京
高
等
稜
察
庁
次
席
検
事

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
地
方
裁
判
研
長

東
京
家
庭
裁
判
助
長

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
長

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
長

東
京
高
等
裁
判
所
判
事

″法
務
省
刑
事
局
参
事
官
（
稜
事
）

法
務
省
入
国
管
理
局
審
判
課
長
（
検
事
）

法
務
総
合
研
究
所
研
修
第
二
部
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事

〃 〃〃 〃
″東
京
弁
護
士
会
弁
謹
士

″″″東
京
第
一
弁
護
士
会
弁
謹
士

″
〃
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４

門

ｌ

噂

ｊ

山

９

ｂ

，

ｆ

り

ひ

附

袖

リ

リ

ｎ

Ｎ

脾

咋

苦

ぽ

ぷ

心

配

嘩

祁

、

淑

潰

“

4■L

中
西

瀬
戸

脇
田

江
里
口

大
塚

築小西植大浦戸 長
戸

本
田

神
谷

奥
野

長
谷
部

字
田
川

田
原

佐
藤

外山戸木畠是宮寺

村尾村村辺田 山山本田村恒本坂

寛
美

正
義

尚
男
利
一
茂
吉

潤
四
郎

義
衛

千
速

四
鮒

彦
二
郎

正
二忠

清
雄

正
夫弘衛

行
雄
英
満

善
吉
郎

保
秀
信
夫

宗耕達正吉国

I
幹孝治見美郎重



－ー

’
卿
●
峰
ｉ
Ｉ
Ｉ
耽
り
＃
”
臘
臘
蝋
臘
臘
馴
臘
脳
臘
畷
臘
雌
醗
離
畷
醐
噛

〃 〃 〃〃 〃 〃 臨
時
委
員
．
（
４
．
Ｂ
班
）

″〃 〃 " 〃 〃 〃〃 〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃 〃〃〃 〃

ー

ｌ
４
１
０
ｅ
０
Ｕ
●
■
■
日
日
■
Ｂ
Ｂ
０
Ｈ
Ｌ
０
各
且
日
Ⅱ
Ｉ
４
ｐ
４
Ⅱ
１
１
“
Ｂ
Ｔ
ｆ
日
日
Ⅱ
Ⅱ
０
１
日
１
０
１
０
８
口
■
■
■
皿
９
．
０
６

″司
法
研
修
所
教
官
（
判
事
）

〃 東
京
第
一
弁
誰
士
会
弁
誰
士

東
京
第
二
弁
誰
士
会
弁
誕
士

〃 〃 〃〃 〃 〃 〃″司
法
研
修
所
教
官
（
検
事
）

〃 〃
〃″司

法
研
修
所
教
官
（
弁
護
士
）

〃 〃〃〃 〃〃〃〃 〃

ｂ
■
０
０
Ｊ
Ⅱ
Ｂ
Ｂ
Ｌ
■
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
１
０
Ｐ
ｂ
ａ
９
Ｌ
■
■
■
■
■
■
９
ｋ
，
０
．
６1
1

毎＝

！’宮
沢

岸野
ロ

小
松

坂
上

安
倍

海
老
塚

飯
原

藤
井

上
谷

安
国

吉
沢

岡
村

山
本

薊
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林
鈴
木

胤
圃
囎
隙
胤
側
鮒
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眺
剛
朧
臥
朧
慨
臓
附
慨
騨
鯏
剛
帥
雌
跡
岬
即

l
l
I

I

lI

lll
J

M

IIlO
I

Il
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嘉 清泰格公祐保
次
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也
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ｉ
１
１

０
■
Ⅲ
■
Ｂ
１
Ｉ
４
６
■
１
１
０
■
０
ｐ
今
１
■
■
■
且
Ｖ
１
６
い
■
ロ
９
０
．
■
０
■
■
且
り
。
１
６
９
０
０
口
１
０
Ｇ
Ｉ
■
１
９
０
１
０
９
０
■
０
８
８
日
Ⅱ
０
句
９
０
１
９
０
●
▲
Ｆ
△
８
１
８
Ⅱ
ｌ
Ｕ
８
Ⅱ
日
■
■
■
■
Ⅱ
凸
■
Ⅱ
９
０
８
６
▼
６
月
ｇ
Ｆ
Ｂ
１
Ｉ
Ｏ
０
ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｉ
Ｉ
・
日
Ｖ
Ｔ
Ｂ
●
０
９
０
ｂ
・
日
り
りI

〃 ″臨
時
委
員
（
筆
記
）

″〃 〃〃 〃 臨
時
委
員
（
Ａ
・
乃
班
）
司
法
研
修
所
教
官
（
弁
謹
士
）

″
″

〃 〃〃 〃 〃 〃 〃
〃〃

司
法
研
修
所
教
官
（
検
事
）

″〃 ″司
法
研
修
所
教
官
（
判
事
）

″〃 〃 〃 庁 〃 〃〃 〃〃〃〃

井木近岡柳萩井武宮 日義 井鳥犬柏横長堀松 凱
口
制
Ⅷ
剣
Ⅶ
剣
如
肝
邸
引
柵
町
却
嗣
智
恥
叩
弔
凱
型
星
剖
Ⅸ
瞬
叫
肌
別
畦
凶
鯉
腿
印
画
叩
蝿
鋤
叩
刈
袈
令
ｐ
９
召
。
‐
ｊ
”
Ⅶ
ｑ
‐

上村藤田瀬原関藤崎野江上田山太田畑田浦
＃
§
臘
離
爵
隣
腱
陰
険
朧
碓
離
雛
馴

以
上
九
十
五
塩

忠
市

徳
郎

義
男駿

久
・
三
郎

富
哉

春
光浩

寿
雄

隆
次
光
了康

博
典

勝
正

登
志
雄

勝
二

裕
・
三武縛



１

、
○
０
．
０
台
心
，
Ｕ
４
ｊ
ｊ
０
ｒ

０

１

１

１

胸

Ｌ

Ｂ

Ｈ 一
裁
判
官
の
兼
官
転
補
に
つ
い
て

兼
源
判
〈
舗
撤
剛
臓
峨
須
賀
支
判
）
判
學
（
東
京
地
判
事
）

（
繩
熊
剛
鱸
川
崎
支
判
事
）
〃
（
″
）

″

（
浦
和
家
地
川
越
支
判
筆
）
〃
（
″
）

″

兼
同
簡
判

東
京
地
判
事

東
京
高
判
事

東
京
簡
判
・

大
森
簡
判
兼
東
京
涌
判

大
森
簡
判
兼
東
京
偏
判

東
京
涌
判

立
川
簡
判

新
宿
簡
判

新
宿
簡
判

立
川
簡
判

伊
勢
崎
簡
判

前
橋
簡
判

大
野
簡
判

福
井
簡
判

描
井
簡
判

大
畷
繍
判

０
１
１
４
０
Ｂ
Ｇ
咀
栂
丁
踊
旭
勺
心
門
詮
旬
扣
翻
岬
安
耐
閉
剛
彫
膠
面

ｆ
，
号
ｌ
４
ｆ
１
胤
削
Ⅱ
犯
起
睡
郵
洲
画
趣
眺
瞬
恥
臆
晩
嘩
魎
岬
圏
馳
駈
晦
哩
唖
螺
唖
醒
畔
醒
酔
耐
酸
唖
睡
睡
醒
醒
醗

｜
’

§
Ｉ 瀬

下
貞

藤
原
高
志

勝
俣
利
夫

平
野
太
郎

荒
木
幾

梅
本
芳
太
郎

清
水
久
二
時

山
崎
貢

喜
多
昭
二

向
川
隆
信

南
条
教
勇

Ｌ
ｈ
ｂ
ｈ
Ｕ
噌
剛
。
ｒ
喝
峨
旧
仰
砺
服
恥
禰
蝿
Ⅷ
州
削

h

竺弓
QT．

可
＆
Ｄ
Ｅ
Ｐ
也
蛤
ｆ
ｏ
Ｏ
１
■
丘
ｕ
ｐ
０
ｐ
ｏ
広
さ
０
廿
勺
▲
早
二
９
Ｇ
日
炉

Ｖ
‐
Ｏ
ｒ
Ｄ
Ｕ
ト
リ
“
６
４
Ｆ
、
夕
化
０
１
０
５
‐
Ｌ
日
凸
Ｄ
Ｂ
い
み
●
Ｆ
底
Ｄ
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Ｊ
０
ｊ
９
ｌ
Ｊ
■
９
凸
９
。
。
’
Ｂ
ｂ
Ｉ
Ｑ
Ｏ
６
。
■
ｒ
Ｂ
Ｉ
凸
９
０
国
Ｉ
０
１
ｆ
ム
リ
も
Ｏ
Ｐ
Ｕ
０
４
■
４
９
Ｕ
●
１
Ⅱ
６
０
日
。
０
０
ｇ
ｏ
０
ａ
１
１
８

４
１
‐
‐
‐
１
１
．
▽
‘
ぬ
凸
、
ｌ
Ｆ
ｎ
０
０
断
・
Ｏ
Ｌ
ナ
デ
ａ
＆
●
０
△
Ｄ
ｑ
Ｉ
１
唖
？
！
凸
０
９
．
ｕ
Ｄ
Ｉ
Ｂ
ｆ
Ｉ
ｌ
８
″
Ｉ

1

’
I

四
司
法
行
政
事
務
命
令
に
つ
い
て

免
最
高
裁
人
事
局
付
東
京
地
判
事
補

五
裁
判
宮
の
昇
給
に
つ
い
て

三
裁
判
官
の
職
務
代
行
に
つ
い
て

免
東
京
地
判
事
の
職
務
代
行
旭
川
地
判
事

命
″
〃
青
森
地
八
戸
支
判
事

二
昭
和
四
十

つ
い
て

六
裁
判
官
の

定
年
退
官
（
昭
函

″

（
昭
函

″

（
昭
四

″

（
昭
酉

″

（
昭
画

依
願
免
本
官

七
裁
判
所
調
査
官
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